
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大

平
成
十
六
年
九
月
二
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
七
十
四
号
（
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
産
ト
ミ
ー
ア
ト
キ
ン
ス
種
の
マ
ン
ゴ
ウ

を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
案
）
新
旧
対
照
条
文

臣
が
定
め
る
基
準

の
生
果
実
に
係
る
農
林
水

○

平
成
十
六
年
九
月
二
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
七
十
四
号
（
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
産
ト
ミ
ー
ア
ト
キ
ン
ス
種
の
マ
ン
ゴ
ウ

を
定
め
る
件
）

産
大
臣
が
定
め
る
基
準

部
分
は
改
正
部
分
）

（
傍
線
の

改

正

案

現

行

一

植
物
及
び
地
域

一

植
物
及
び
地
域

ケ
ン
ト
種
及
び
ト
ミ
ー
ア
ト
キ
ン
ス
種
の
マ
ン
ゴ
ウ
の
生
果
実
で
あ
っ
て

ト
ミ
ー
ア
ト
キ
ン
ス
種
の
マ
ン
ゴ
ウ
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
連

、
ブ
ラ
ジ
ル
の
う
ち
、
ブ
ラ
ジ
ル
植
物
防
疫
機
関
が
濃
密
な
病
害
虫
防
除
が

邦
共
和
国
の
う
ち
、
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
植
物
防
疫
機
関
が
濃
密
な
病
害

行
わ
れ
る
地
区
と
し
て
指
定
し
た
地
域
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

虫
防
除
が
行
わ
れ
る
地
区
と
し
て
指
定
し
た
地
域
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

生
産
地
に
お
け
る
検
査
及
び
証
明

三

生
産
地
に
お
け
る
検
査
及
び
証
明

ブ
ラ
ジ
ル
植
物
防
疫
機
関
に
よ
り
検
査
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
検
査
の
結

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
植
物
防
疫
機
関
に
よ
り
検
査
さ
れ
、
か
つ
、
そ

（一）

（一）

果
、
検
疫
有
害
動
植
物
が
付
着
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
、
又
は
信
じ
る

の
検
査
の
結
果
、
検
疫
有
害
動
植
物
が
付
着
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
、

旨
記
載
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
植
物
防
疫
機
関
が
発
行
し
た
植
物
検
疫
証

又
は
信
じ
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
植
物
防
疫
機
関

明
書
が
添
付
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
発
行
し
た
植
物
検
疫
証
明
書
が
添
付
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（二）

（二）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

こ
ん
包
及
び
こ
ん
包
場
所

六

こ
ん
包
及
び
こ
ん
包
場
所

・

（
略
）

・

（
略
）

（一）

（二）

（一）

（二）

各
こ
ん
包
又
は
束
ね
た
こ
ん
包
に
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
植
物
防
疫
機
関
に
よ

各
こ
ん
包
又
は
束
ね
た
こ
ん
包
に
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
植
物
防

（三）

（三）



る
封
印
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

疫
機
関
に
よ
る
封
印
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

七

（
略
）

七

（
略
）


